
扶養義務者の範囲

（太枠内が　　　　　　  　　　　の範囲です）

配偶者

扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者（父母、祖父母、
曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫）のことで、かつ受給資格者世帯
と生計をともに維持する者をいいます。
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